


　　　参考－水質汚濁防止法（抜粋）

　　　　　第14条の5　「何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の

　　　　　　　　　　　　　使用等を適正に行うよう心がける」（国民の責務）

　　　　　第14条の6　「生活排水を排出する者は、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の

　　　　　　　　　　　　　低減に資する設備の整備に努めなければならない」（生活排水を排出する者の努力）

　ひどく河川が汚染された場合には
下の写真のように魚が死んでしまいます。

魚の死骸の写真

川

家庭 湖・海

・つり
・田などへ
　の取水

・湖水・海水浴場
　の利用
・漁

・魚介類の
食

生活排水の流れと影響内容

生活排水生活排水

最近生活排水による水質汚濁が頻発しています！！

生活排水による油膜

最悪の事態

　最近、つり人から「川に油膜が流れている」と、水質事故情報を何度も頂き、現
地確認すると生活排水による水質汚濁が多々見受けられます。これは、水路や
側溝に生活排水（調理くず・廃食用油・洗剤など）を流したものが川に流れ出たこ
とによるものです。生活排水でも環境に対して少なからず悪影響を及ぼします。
また、水質汚濁防止法において事業者はもちろん、個人の方々も生活排水によ
る汚濁防止に心がけることと記されています。このようなことより生活排水を水路
（側溝）や川に流さないようお願いします。


